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示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
四
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
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村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

つ
が
る
西
北
五
広
域
連

合
鶴
田
病
院

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
三
四

平
成
��

･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

つ
が
る
西
北
五
広
域
連

合
鶴
田
診
療
所

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
三
四

平
成
��･

��･
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青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

平
成
二
十
四
年
九
月
三
日
次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
の

公
告
を
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら

申
出
が
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
コ
ン
セ
プ
ト
ハ
ウ
ジ
ン
グ

二

代
表
者
の
氏
名

棟
方

聡

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
中
佃
三
丁
目
五
の
二
二

四

免
許
証
番
号

青
森
県
知
事

(

二)

第
三
一
五
七
号

(

教
示)

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
、
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法

(
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
百
六
十
号)

に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て

(

知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。)

、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
異
議
申

立
て
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
十
和
田
国
際
交
流
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

白
山

春
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
二
番
町
四
の
一
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
広
く
世
界
の
人
々
と
友
好
・
親
善
を
深
め
、
文
化
の
相
互
理
解
を
通
し
て
地
域
の

国
際
化
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
新
渡
戸
稲
造
博
士
の
意
を
く
み
、
心
豊
か
な
市
民
か
ら
な
る
国

際
文
化
都
市
と
し
て
の
発
展
に
寄
与
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
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調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

青

森

市

大
字
久
栗
坂
字
浜
田
の
一
部
、
字
山
辺
の
一
部
、
字
大

谷
の
一
部
、
字
久
栗
坂
山
の
一
部
、
大
字
浅
虫
字
久
栗

坂
山
の
一
部
、
大
字
三
内
字
丸
山
の
一
部
、
佃
一
丁
目
、

大
字
鶴
ヶ
坂
字
戸
門
の
一
部

平
成
二
十
四
年
十

月
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
五
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

� �
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平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
地
ガ
ー
リ
ッ
ク

三

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木

新
吉

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
埖
渡
字
下
外
窪
一
二
の
六
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
地
村
及
び
近
隣
市
町
村
民
に
対
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
長
寿
社
会
を
創
設
し
、
も
っ
て
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
桜
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

寺
田

則
晃

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
岡
造
道
二
丁
目
一
一
の
二
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
市
及
び
周
辺
地
域
に
在
住
す
る
知
的
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
、
地

域
で
自
立
し
て
生
活
し
て
い
け
る
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
の
地
域
生
活
支
援
事
業
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
と
の
共
生
を
目
指
し
、
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
中
高
年
福
祉
対
策
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

�

差

国
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
松
森
一
丁
目
一
四
の
一
二
ア
ル
フ
ァ
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
中
高
年
者
が
抱
え
る
数
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
の
支
援
、
助
言
、
協
力
を
行
う

と
と
も
に
、
超
高
齢
化
社
会
に
向
け
て
の
高
齢
者
福
祉
を
促
進
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
不
特
定
多
数
の
市
民
が
幸
せ
と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
、
安
心
し
て
生
き
が
い
あ
る
生
活
と

地
域
の
創
造
、
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
ろ
い
し
・
ふ
る
さ
と
・
り
ん
ご
村

三

代
表
者
の
氏
名

千
葉

心

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

黒
石
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
都
市
と
津
軽
山
形
地
域
を
中
心
に
人
的
交
流
、

情
報
の
収
集
、
提
供
、
学
習
の
場
を
提
供
す
る
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
関
す
る
事
業
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
都
市
と
津
軽
山
形
地
域
と
の
融
合
を
促
進
し
、
自
然
と
人
と
が
共
生
で
き
る
環
境

保
全
、
循
環
型
社
会
の
構
築
及
び
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
在
宅
生
活

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

明
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
村
ノ
内
二
一
六
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
県
内
の
高
齢
者
、
障
害
者
に
対
し
て
、
居
宅
介
護
支
援
に
関
す
る
事
業
、
地
域

生
活
援
助
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公

益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー

ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
月
十
七
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

青 森 県 報平成24年10月17日 水曜日 第3605号 �� �

公
立
野
辺
地
病
院

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
鶴
田
病

院

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

〃

鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
鷹
ノ
尾
三
四

公
立
野
辺
地
病
院

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
九
の
一
二

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


